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三木市（以下「甲」という。）と株式会社みなと銀行（以下「乙」という。）は、相互の連携を強

化し、人的、知的資源の有効活用と協働活動を推進することにより、三木市の地域社会の発展と地

域経済の活性化及び市民サービスの向上を図るために、次のとおり協定を締結する。 

 

 

（目的） 

第１条 本協定は、甲及び乙が有する技術や資源を効果的に活用しながら、三木市の発展と地域経

済の活性化及び市民サービス向上に向けて相互に協力し、地方創生に寄与することを目的とする。 

 

 （連携事項等） 

第２条 甲及び乙は前条の目的を達成するため、次の事項について連携し協力する。 

(1) 地域産業の活性化に関すること。 

(2) まちの活性化・観光の振興に関すること。 

(3) 移住・定住促進、子育て・教育、市政の PRに関すること。 

(4) その他、甲及び乙が必要と認める地域の活性化及び市民サービスの向上に関すること。 

２ 前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、甲及び乙は定期的に協議を行うものとする。

また、具体的な実施事項については、甲及び乙の合意の上、決定する。 

３ 乙は、第１項に掲げる事項の一部を、甲との協議により乙の関係会社に実施させることができ

る。 

 

 （協定内容の変更） 

第３条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な

変更を行うものとする。 

 

 （有効期間） 

第４条 本協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、有効期間が満了する日の

３０日前までに双方のいずれからも協定解除の申入れがない場合は、さらに１年間更新するもの

とし、その後も同様とする。 

 

 （疑義等の決定） 

第５条 本協定に定めのない事項又は本協定の定める事項に関して疑義が生じたときは、甲及び乙

の協議の上、これを定めるものとする。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

（守秘義務） 

第６条 甲及び乙は、本協定書に基づく活動において、相手方より知り得た秘密事項について、本

協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、第三者に対し開示又は漏洩してはならない。た

だし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りではない。 

 

 （経費負担） 

第７条 本協定書に基づく活動において生じる経費の負担については、甲及び乙の合意の上、決定

する。 

 

以上のとおり協定を締結した証として、本協定書２通を作成し、甲、乙それぞれ記名押印の上、

各自１通を保有する。 

 

 

 

 

 

 

平成３０年１２月１８日 

 

 

 

 

 

 

 

 


